
廃第４５０号－３  

令和５年７月１１日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長       

（公印省略）      

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

埼玉県新座市野火止二丁目６番２５号 

株式会社アトラス産業（代表取締役 社本 陽子） 
（法人番号３０３０００１０９８４４１） 

許 可 の 番 号 第０１２００１８４８９０号 

処 分 の 年 月 日 令和５年７月１１日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社アトラス産業は、破産手続開始の決定を受けたこ

とにより、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条第

５項第４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の３

の２第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



廃第４６０号－３  

令和５年７月１１日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長  

（公印省略） 

 

 

産業廃棄物処理業に係る行政処分（停止）について 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３により産業廃棄

物処理業の事業停止を命じましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県千葉市中央区本千葉町１０番２３号 

千葉緑環境システム株式会社（代表取締役 勝山 清一） 

（法人番号６０４０００１０６３２１０） 

許 可 の 番 号 第０１２２０１２２１２０号 

処 分 の 年 月 日 令和５年７月１１日 

処 分 の 内 容 
産業廃棄物処分業に係る事業の全部の停止（令和５年７月 

１８日から令和５年８月１６日までの３０日間） 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

千葉緑環境システム株式会社（以下「千葉緑」という。）

は、産業廃棄物の発酵処理に当たり、法第１４条第１１項の

規定により産業廃棄物処分業の許可に付された条件に違反

した（以下「本件許可条件違反」という。）。 

また、千葉緑の事業の用に供する発酵施設は、法第１４条

第１０項第１号に規定する基準に適合しなくなった（以下

「本件施設基準不適合」という。） 

さらに、千葉緑は、受託した産業廃棄物の処分を終了して

いないにもかかわらず、排出事業者に対して、処分を終了し

たものとする虚偽の産業廃棄物管理票の写しを送付し、また

は、処分を終了していないにもかかわらず、電子情報処理組

織を使用して処分を終了したものとする虚偽の報告を行い、

もって法第１２条の４第３項の規定に違反した（以下「本件

虚偽管理票写し送付・虚偽報告」という。）。 

以上の本件許可条件違反、本件施設基準不適合及び本件虚

偽管理票写し送付・虚偽報告の各事実は、法第１４条の３各

号に該当する。 

備 考 ― 

 

 



 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 


